
 『物流を効率化したい』 
                        

流通業務総合効率化法に基づく支援 
                                

   

  せさ                                 

                                   
対象となる方  
事業協同組合、中小企業主体の任意グループ等 

 
支援内容  

１．融資制度 

（１）高度化融資制度（中小企業基盤整備機構、各都道府県） 

   組合・任意グループ等が、認定計画に基づき実施する事業に対して、融資割合80%

までの無利子融資を受けることができます。（270頁参照） 

２．その他の資金調達 

（１）中小企業信用保険法の特例 

   組合・任意グループ等及びその構成員企業が認定計画に基づき事業を行うために必

要な資金の借り入れに係る信用保証協会による信用保証について、保証限度額の別

枠化、保険料率の引き下げ等の優遇措置を受けることができます。（263頁参照） 

（２）中小企業投資育成株式会社法の特例 

   認定計画に基づく事業実施のために増資等を行う組合・任意グループ等の構成員企

業については、資本金3億円を超える株式会社であっても投資育成株式会社の投資

対象に追加されます。（85頁参照） 

 
ご利用方法  
１．組合・任意グループ等が基本方針（経済産業大臣、国土交通大臣及び農林水産大臣

が策定した流通業務総合効率化計画についてのガイドライン）に即して、「総合効率化計

画」を作成します。 

２．組合・任意グループ等が作成した「総合効率化計画」を都道府県知事、地方経済産業

局長、地方運輸局長、地方農政局長が認定します。 

３．認定された総合効率化計画（「認定計画」）に基づき組合・任意グループ等が実施する事

業に対して、支援を受けることができます。 
 
 
 
 
 

事業協同組合や任意グループ等が流通業務の効率化を図る際に、補助金、融資、信用保険

法の特例、投資育成株式会社法の特例など様々な支援を受けることができます。 

お問い合わせ先 
各都道府県中小企業担当課        （巻末お問い合わせ先一覧参照）  
各経済産業局流通・サービス産業課等  （巻末お問い合わせ先一覧参照）  
独立行政法人中小企業基盤整備機構   TEL：03-3433-8811（代表） 
中小企業庁商業課             TEL：03-3501-1929 
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